
障がいの種類 等級 備 考
身体障がい １～６級
【留意事項】

新たに障がいの認定を受けようとする人、既に認定を受けていて、等級の変更申
請をしようとする人。

身体障害者福祉法に基づく福祉サービスを受けることができる対象者(児)であるこ
とを確認した証明書で、知事等から交付されます。

等級については資料編を参照してください。

市役所市役所市役所市役所１１１１階 福祉推進室 障害福祉課階 福祉推進室 障害福祉課階 福祉推進室 障害福祉課階 福祉推進室 障害福祉課 ℡℡℡℡ ７４０７４０７４０７４０－－－－１１７８１１７８１１７８１１７８
申請から交付までの流れ

申 請 進 達 諮問(等級疑義が生じたとき)

通 知 交 付 答 申

＊手帳が交付されるまでの期間は、およそ１～２ヶ月程度必要です。
＊審議会に諮問されると、３ヶ月～６ヶ月以上かかる場合があります。

・身体障害者手帳交付申請書（所定の様式が障害福祉課にあります。）
・診断書・意見書（所定の様式が障害福祉課にあります。）

＊診断書・意見書は指定医師に作成してもらってください。
・写真１枚

＊たて４ cm、よこ３ cm、上半身(無帽)、おおむね６ヶ月以内に撮影されたもの。
・認め印

身体障害者手帳

２２２２ 手 帳手 帳手 帳手 帳 に つ い てに つ い てに つ い てに つ い て

◆対象対象対象対象となるとなるとなるとなる人人人人

◆サービスサービスサービスサービスのののの説明説明説明説明

◆申請先申請先申請先申請先

◆申請申請申請申請にににに必要必要必要必要なものなものなものなもの

◆関連関連関連関連するするするする項目項目項目項目
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障がいの種類 等級 備考
知的障がい Ａ・Ｂ１・Ｂ２
発達障がい
【留意事項】

新たに障がいの認定を受けようとする人、既に認定を受けていて、等級の変更申
請をしようとする人。

知的障がい児(者)及び発達障がい児(者)に対して一貫した指導や相談を行うととも
に、各種の福祉サービスを受けるために知事等から交付されるものです。

手帳は、川西こども家庭センター（原則として１８歳未満の人が対象）や知的障害
者更生相談所（原則として１８歳以上の人が対象）において知的(発達)障がい児(者)
と判定された人に交付されます。

市役所市役所市役所市役所１１１１階 福祉推進室 障害福祉課階 福祉推進室 障害福祉課階 福祉推進室 障害福祉課階 福祉推進室 障害福祉課 ℡℡℡℡ ７４０７４０７４０７４０－－－－１１７８１１７８１１７８１１７８
申請から交付までの流れ

判定日通知

申 請 判定依頼

通 知 交 付

判定を受ける

・療育手帳交付申請書（所定の様式が障害福祉課にあります。）
・写真１枚（必要でない場合もあります。）

＊たて４ cm、よこ３ cm、上半身(無帽)、おおむね６ヶ月以内に撮影されたもの
・認め印

療育手帳

２２２２ 手 帳手 帳手 帳手 帳 に つ い てに つ い てに つ い てに つ い て

◆対象対象対象対象となるとなるとなるとなる人人人人

◆サービスサービスサービスサービスのののの説明説明説明説明

◆手続手続手続手続（（（（申請申請申請申請））））先先先先

◆手続手続手続手続にににに必要必要必要必要なものなものなものなもの

◆関連関連関連関連するするするする項目項目項目項目
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障がいの種類 等級 備考
精神障がい １～３級
【留意事項】

新たに障がいの認定を受けようとする人、既に認定を受けていて、等級の変更申
請をしようとする人。

一定の精神障がいの状態にある人（精神障がいの初診日から６ヶ月以上経過してい
る必要があります）に対して、障がいの状態を認定する手帳を交付します。手帳の交
付を受けることにより、福祉サービスを受けることができるようになる場合がありま
す。

なお、手帳には有効期限（原則として交付日から２年が経過する日の属する月の末
日）が定められており、この有効期限の満了する３ヶ月前から更新申請ができます。

市役所市役所市役所市役所１１１１階 福祉推進室 障害福祉課階 福祉推進室 障害福祉課階 福祉推進室 障害福祉課階 福祉推進室 障害福祉課 ℡℡℡℡ ７４０７４０７４０７４０－－－－１１７８１１７８１１７８１１７８
申請から交付までの流れ

申 請 進 達

通 知 交 付

＊申請から手帳が交付されるまで、およそ３ヶ月程度必要です。
＊兵庫県知事への進達は伊丹健康福祉事務所を経由して行います。

・精神障害者保健福祉手帳交付申請書（所定の様式が障害福祉課にあります。）
・診断書（所定の様式が障害福祉課にあります。医師作成から３ヶ月以内のもの）

＊精神障がいを理由とする年金を受給している人は、診断書の提出に代え、年金証
書の写し及び最新の年金振込通知書、社会保険事務所等照会同意書による申請がで
きます。

・写真１枚 ＊たて４ cm、よこ３ cm、上半身(無帽)、おおむね６ヶ月以内に撮影されたもの

・印鑑

精神障害者保健福祉手帳

２２２２ 手 帳手 帳手 帳手 帳 に つ い てに つ い てに つ い てに つ い て

◆対象対象対象対象となるとなるとなるとなる人人人人

◆説明説明説明説明

◆手続手続手続手続（（（（申請申請申請申請））））先先先先

◆手続手続手続手続にににに必要必要必要必要なものなものなものなもの

◆関連関連関連関連するするするする項目項目項目項目
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